
 

41 

 

 

 

 

 

 

第４章 地域福祉計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 １  人づくり 

 

施策１ 学校教育や生涯学習を通じた福祉教育等の推進 

 

 学校教育や生涯学習を通じて、地域の福祉の在り方について、住民等の理解と関心を  

深める動機づけと意識の向上を図ります。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 ノーマライゼ

ーション理念と

福祉意識の啓発 

障がいのある人もない人も、地域の

中で共に生きていくことができる

社会を実現するため、ノーマライゼ

ーシ ョ ン理 念 の理 解 促進 を 図り

ます。  

健康福祉課  障がい者計画  

障がいのある人も

ない人も共に安心

して暮らせるまち

づくり基本計画  

2 地 域 福 祉 に

関する学びの場

の提供 

各種講座やイベントの開催を通じ

て、地域福祉への関心や福祉意識の

向上に努めます。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

 

3 小中学校への

「認知症サポー

ター養成講座」

の推進 

認知症について正しく理解し、認知

症の方や家族を温かく見守り、支援

者となるべく「認知症サポータ―養

成講座」の普及啓発の目玉として、

町内小・中学校の授業等での導入を

目指します。  

健康福祉課  

教育総務課  

 

4 福祉教育等の

推進 

児童生徒の思いやりの心や社会奉

仕の精神などを育むため、福祉教育

を推進します。  

教育総務課  

社会教育課  

（社会福祉協議会） 

 

5 人権教育の 

推進 

 

人権尊重の理念を広く家庭・学校・

地域に定着する人権教育を推進し

ます。  

教育総務課  

住民課  

 

 

子ども達に人権感覚を身につけて

もらうことを目的として人権啓発

活動の推進を図ります。  

住民課  

（人権擁護委員）  
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【関連する指標】  

評価指標  ≪令和元年度≫  ≪令和６年度≫  

認知症サポーター養成講座  

小中学校年間開催数  
０校  ３校（目標値）  

※ノーマライゼーションとは  

障がいのある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を

目指すという考え方です。  

※認知症サポーターとは  

「認知症サポーター養成講座」を受講した方が「認知症サポーター」です。認知症サポーターには、

「認知症の人を支援します」という意思を示す目印である「オレンジリング」が配布されます。認知

症サポーターは何か「特別なこと」を行う人ではありません。講座を通じて認知症を正しく理解し、

偏見を持たず、自分のできる範囲で認知症のかたやその家族を応援するのが認知症サポーターです。

地域や職場で、どんな支援ができるのか一人ひとりが考えていくことが大切です。  

 

施策２ 地域福祉活動の担い手となる人材の育成 

 

各分野におけるリーダー、推進員や専門員、コーディネートを担う者、社会福祉従事  

者など地域福祉を推進する人材の育成を図ります。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 介護福祉士等

の人材養成及び

キャリアアップ 

介護保険事業、障害福祉サービス事

業、その他の介護事業等において、

介護福祉士等が確保できるよう人

材養成及び定着のための支援を行

うとともに、介護に携わる者が介護

の専門性を高めながら、やりがいを

持って働くことができるよう、キャ

リアアップに向けた取り組みを推

進します。  

健康福祉課  飯豊町介護職員初

任者研修受講支援

事業実施要綱  

2 保育士等の人材

養 成 及 び キ ャ リ

アアップ 

認定こども園、保育園・児童センタ

ー等において、保育士等が確保でき

るよう人材養成及び定着のための

支援を行うとともに、保育に携わる

者が保育の専門性を高めながら、や

りがいを持って働くことができる

よう、キャリアアップに向けた取り

組みを推進します。  

教育総務課   
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3 健康の自己管理

に 向 け た 普 及 啓

発 の 充 実 と 支 援

の強化 

こころの健康づくりの充実を図る

とともに、ゲートキーパー（自殺の

危険を示すサインに気づき、適切な

対応を図ることができる人）の育成

に努めます。  

健康福祉課  健康いいで 21 

データヘルス計画  

いのち支える飯豊

町自殺対策計画  

4 ボランティア

団体等との地域

福祉活動への支

援 

ボランティアセンター機能を生か

した情報提供体制の強化、福祉ボラ

ンティアへの登録と参加促進、指導

者・グループリーダーの養成とこれ

らの 人 たち の資 質 の 向上 に 努め

ます。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

 

5 社会に貢献でき

る 人 材 の 育 成 及

び 講 習 会 等 の 開

催支援 

相互の支え合いと秩序ある社会を

目指して、権利と義務、自由と責任

についての認識を深め、福祉に関心

を寄せる人材を育てるために、体験

学習、奉仕活動、地域との交流活動

等の機会を確保します。また、各種

講習会や教室等の住民の参加を通

じ、地域の保健福祉にかかわる人材

の発掘・育成に努めます。  

社会教育課  

（社会福祉協議会） 

 

6 保育サービス

事業の推進 

認定こども園、保育園・児童センタ

ー等において、特別保育や地域子育

て支援事業等を地域の実情に応じ

て推進します。  

教育総務課   

7 在宅高齢者の食

生 活 支 援 の 担 い

手の養成 

食生活に不安のある在宅高齢者等

に対して、自立した生活が営めるよ

うに支援するため、総合事業による

訪問型サービスの確立に向けて担

い手の養成等を地域の実情に応じ

て行います。  

健康福祉課  

（食生活改善推進

員連絡協議会）  

 

8 助け合い除雪支

援の担い手育成 

自力で自宅周辺の除雪ができない

世帯が増加する中で、身近な地域に

おいて、助け合いの除雪の活動が展

開できるよう新たな人材育成及び

養成に努めます。  

健康福祉課  

地域整備課  

（社会福祉協議会） 
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9 介護予防リー

ダーの養成 

地域の高齢者の介護予防体操等、総

合事業による通所型サービスの立

ち上げを目的として、介護予防リー

ダーの養成を行います。  

健康福祉課  第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画 

10 認知症サポー

ター養成 

認知症について正しく理解し、認知

症の人や家族を見守り、支援する応

援者となる認知症サポーターを養

成するための講師の派遣、調整を行

います。  

健康福祉課  第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画 

11 外国人介護人

材の受け入れに

ついて 

福祉施設で深刻化する人材不足の

解決方法として、介護施設への介護

人材確保のため、外国人介護人材の

就労支援を検討します。  

健康福祉課  EPA 

（経済連携協定） 

12 福祉人材の確

保・育成・定着

に向けた総合的

な対策 

山形県と連携し、福祉・介護職員等

の処遇改善に資するための取り組

み支援に努めます。  

健康福祉課   

複雑、複合化した課題や制度の狭間

にある福祉課題の解決に導く「つな

ぎ役」としての地域福祉コーディネ

ーター等の配置に向け、社会福祉協

議会と連携・調整し、育成に努め

ます。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

 

【関連する指標】  

評価指標  ≪令和元年度≫  
≪令和２年度  

   ～３年度≫  

≪令和４年度  

～６年度≫  

介護予防運動指導員数  3 人  4 人  4 人  

介護職員初任者研修受講者数  0 人  1 人  2 人  
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施策３ 地域住民・ボランティア等の地域福祉に関する活動への支援 

 

活動に必要な情報の入手、必要な知識、技術の習得、活動拠点に関する支援を図ります。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 ボランティア

活動の支援 

ボランティアセンターの設置又は

ボランティア活動を紹介できる体

制の整備に努め、ボランティア活動

の機会の提供に努めます。  

社会教育課  

（社会福祉協議会） 

 

2 ボランティアグ

ループ、個人ボラ

ンティアへの情

報提供 

ボランティア情報について、ホーム

ページ等で紹介し、住民のボランテ

ィア活動への参加の機会づくりを

進めます。  

社会教育課  

（社会福祉協議会） 

 

3 高齢者のボラ

ンティア活動の

支援 

元気な高齢者による生活支援の担

い手としての活躍できる基盤整備

を進めます。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

（老人クラブ連合会）  

第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画 

4 除雪ボランテ

ィア活動の支援 

地域の単身高齢者宅等の除雪支援

を行うボランティアが安全に活動

できるための支援に努めます。  

健康福祉課  

地域整備課  

（社会福祉協議会） 

 

5 地域住民等が

集う交流の機会

の確保 

公的施設の開放と町内各組織が主

催するイベント等の事業を組み合

わせ、多世代が集い、交流を深める

事業を支援します。  

社会教育課  

健康福祉課  

 

6 生活支援サー

ビスの体制整備 

ボランティア養成や住民主体の通

いの場づくり、生活支援の基盤整備

のため、地域の様々なサービスや社

会資源とをつなぐ、生活支援コーデ

ィネーター※（地域支え合い推進

員）の配置及びスキルアップを図

り、新たなサービスの創出、ネット

ワーク構築を図ります。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画  
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【関連する指標】  

評価指標  ≪令和元年度≫  
≪令和２年度  

  ～３年度≫  

≪令和４年度  

 ～６年度≫  

生活支援コーディネーター  

（地域支え合い推進員）  
（第１層）１人  （第１層）１人  （第１層）１人  

住民主体の除雪ボランティア団体数 ２団体  ３団体  ４団体  

※生活支援コーディネーターとは  

2014 年度の介護保険制度改正に伴い、市町村が行うべき地域支援事業のひとつと位置づけられる。  

地域において住民主体の訪問型、通所型サービス等を創設していくために、日常生活ニーズ調査や地

域ケア会議等による、地域の高齢者支援のニーズと地域資源の状況の把握と連携しながら、地域  に

おける下記取組を総合的に支援・推進。主な役割は下記のとおり。  ①地域ニーズと資源の状況の見

える化、問題提起  ②地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ  ③関係者のネットワーク化  

④目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一  ⑤生活支援の担い手の養成やサービスの開発（担い手

養成、組織化、支援活動につなげる機能）等  
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 ２  仕組みづくり                

 

施策１ 地域活動の中心となる団体・組織との連携による住民活動の推進 

 

 地域における課題の解決に向けた取り組みを進めている活動団体や自治会、民生委員  

児童委員、ＮＰＯ等の福祉活動を支援します。                          

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 交流機会づく

り 

高齢者や障がい者、子育て中の親子

などが、地域の人々と気軽に交流で

きる「地域の居場所」や住民主体の

通いの場「いきいき 100 歳体操」な

ど、地域における交流の機会づくり

を推進します。  

健康福祉課  

教育総務課  

社会教育課  

 

2 民生委員児童

委員活動の充実

に向けた環境整

備 

役割負担の軽減や活動しやすい環

境づくり等の支援を行うとともに、

行政 等 関係 機関 と 連 携を 強 化し

ます。  

健康福祉課  

教育総務課  

（社会福祉協議会） 

 

3 自治組織（集落）

の活動支援 

住民自治組織による自発的な活動

や取り組みを積極的に支援します。 

総務課  

（社会福祉協議会） 

 

4 社会福祉法人に

よる「地域におけ

る 公 益 的 な 取 り

組み」の推進 

社会福祉を目的とする多様なサー

ビスの振興・参入促進及びこれらと

公的サービスの連携による公私協

働の実現に向けた検討を行います。 

健康福祉課  

（社会福祉法人）  

 

社会福祉法第 24

条第 2 項  

5 生活支援サー

ビスの体制整備 

ボランティア養成や住民主体の通

いの場づくり、生活支援の基盤整備

のため、地域の様々なサービスや社

会資源とをつなぐ、生活支援コーデ

ィネーター※（地域支え合い推進

員）の配置及びスキルアップを図

り、新たなサービスの創出、ネット

ワーク構築を図ります。  

健康福祉課  

社会教育課  

（社会福祉協議会） 
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【関連する指標】  

評価指標  ≪令和元年度≫  
≪令和２年度  

   ～３年度≫  

≪令和４年度  

～６年度≫  

地域の居場所開設数 2 ヵ所 4 ヵ所 5 ヵ所 

いきいき 100歳体操実施団体 22 団体  25 団体 28 団体 

 

 

施策２ 地域活動団体や関係機関、行政等の多様な主体の連携・協働の仕組みづくり 

 

住民や地域の各種団体、関係機関など、多様な主体が連携して地域を支える仕組みの  

整備を図ります。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 各種交流イベ

ントの開催 

健康イベント等の各種行事を通じ

て地域への関心や交流・ふれあいの

機会づくりを進めます。  

健康福祉課  

企画課  

社会教育課  

（社会福祉協議会） 

 

2 飯豊町社会福祉

協 議 会 と の 関 係

強化、活動支援 

飯豊町社会福祉協議会との連携、協

働を進化させることにより、地域福

祉の推進を図ります。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

 

3 事業者への指

導検査の実施 

介護事業所への指導検査を実施し

ます。  

健康福祉課   

4 福祉サービス

の第三者評価の

普及促進 

地域密着型サービスについては、福

祉サービス第三者評価の受審を指

導し、サービス向上を図ります。  

健康福祉課   

5 介護サービス

の質の向上 

サービス提供事業者の更なる資質

の向上を図るため、研修や資格取得

を事業者に奨励します。また、介護

保険サービスの適正化を進めると

ともに事業者指導を実施します。  

健康福祉課   

6 障がいのある

方の就労後の支

援体制の整備 

障がい者の就労後の職業定着支援

や障がい者の就労拡大のための企

業開拓に向けて、学校や関係機関等

の連携を更に図り、継続した支援体

制を整備します。  

健康福祉課   
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7 農業と福祉の

連携による障が

いのある方の社

会参画の推進 

農業と福祉が連携し、障がい者の農

業分野での活躍を通じて、障がい者

の自信や生きがいの創出と、社会参

画を実現する取組を推進します。  

農林振興課  

健康福祉課  

 

8 高齢者等の住

の確保に関する

支援 

住宅の老朽化等に伴い低所得のた

め改築費用が捻出できない世帯が、

安心して住まいを確保できるよう

支援を検討します。  

健康福祉課  

地域整備課  

（社会福祉協議会） 

 

9 町内の買い物

弱者等への支援 

生活に必要な買い物をすることが

難しい方に対し、移動を支援する仕

組みづくりや、配達や配食など、在

宅でも必要なものが購入できるサ

ービスの充実を図ります。  

商工観光課  

健康福祉課  

（小売事業者）  

 

10 生活支援サー

ビスの体制整備 

ボランティア養成や住民主体の通

いの場づくり、生活支援の基盤整備

のため、地域の様々なサービスや社

会資源とをつなぐ、生活支援コーデ

ィネーター※（地域支え合い推進

員）の配置及びスキルアップを図

り、新たなサービスの創出、ネット

ワーク構築を図ります。  

健康福祉課  

社会教育課  

（社会福祉協議会） 

第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画  

11 家族介護者等

への支援 

家族で介護されている方へ、介護に

関する研修会の開催や、介護者間の

情報交換の機会を設けることで、身

体的、精神的及び経済的負担の軽減

を図ります。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画  

12 冬期間の安心

した暮らしを実

現するための除

雪体制整備 

冬期間において通勤、通学、外出等

が安心して行えるよう、車道、歩道

の公的機関による除雪体制の強化

を図ります。  

地域整備課  
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13 除雪が困難な

世帯に対する支

援拡充 

道路から玄関までの距離が長い等

の諸事情により宅道除雪ができな

い高齢者又は障がい者世帯に対し

必要な支援を行います。  

健康福祉課  

地域整備課  

 

家屋の除雪ができない世帯におい

て、事業者への依頼が適切に行えな

いや除雪費用が支払えないなどの

困りを解消するため、必要な支援を

行います。  

健康福祉課  飯豊町除雪ヘルパ

ー派遣事業・除雪

費支給事業  

様々な支援策や取り組みでは補え

ない除雪の困難や負担を補うため、

地域住民による助け合いによる除

雪支援が積極的に行えるよう新た

なボランティアの確保に加え、相談

対応、コーディネート等の支援を図

ります。  

健康福祉課  

地域整備課  

（社会福祉協議会） 

 

14 地域活動の活

性化と地域、学

校、行政による

協働した取り組

みの推進 

地域、学校、行政が一体となったイ

ベントなどの取り組みを進めます。 

社会教育課  

教育総務課  

健康福祉課  

 

 

 

【関連する指標】  

評価指標  ≪平成 30 年度≫  ≪令和元年度≫  ≪令和６年度≫  

飯豊町家族介護支援事業

参加者数  
  ６１人（延べ） ６５人（見込）  ７０人（目標）  
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 ３  環境づくり 

 
 

施策１ 地域住民に対する相談支援体制の整備 

 

 福祉サービスの利用に関する情報提供、相談体制の確保、支援関係機関同士の連携を  

図ります。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 健康の自己管

理に向けた普及

啓発の充実と支

援の強化 

自分の健康は自らが守るという意

識の普及・啓発を図るとともに、健

康教室・健康相談等を実施します。 

健康福祉課   

2 交流の場の環

境整備 

高齢者や障がい者、子育て中の親子

など様々な方が集まり、夏や冬も快

適に活動できるよう、公民館の環境

整備を推進します。  

社会教育課  

健康福祉課  

 

3 民生委員児童

委員の適正配置 

 

民生委員児童委員は、住民の立場に

立って相談に応じ、必要な援助を行

っています。地域福祉の向上に向け

て、適正配置に引き続き努めます。 

健康福祉課   

4 相談体制の充

実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護者、家族等からの相談に対

し、公的機関、専門機関や民生委

員・児童委員と連携し、相談支援体

制の強化に努めます。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

(民生委員児童

委員協議会) 

 

障がい当事者、家族等からの相談に

対し、公的機関、専門機関や民生委

員・児童委員と連携し、相談支援体

制の強化に努めます。  

健康づくりのための情報提供を充

実させるとともに、生活習慣病の予

防や改善に向けた相談体制の強化

に努めます。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

(民生委員児童委

員協議会 ) 
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4 相談体制の充

実 

子育てに関する情報提供の一層の

充実を図るとともに、総合的な相談

窓口の充実に努めます。  

教育総務課  

健康福祉課  

 

妊産婦出産・育児に悩む母親に対

し、児童虐待の予防につなげること

も留意し、妊産婦からの相談体制の

充実に努めます。  

健康福祉課  

教育総務課  

 

 

5 住まいのバリ

アフリー化等の

推進 

身体障がい者等が住宅をバリアフ

リー化するための住宅改修費の一

部補助など必要な支援を行います。 

健康福祉課  

地域整備課  

 

6 ひとり親家庭

の相談・支援充

実 

様々な問題や不安を抱えやすい、ひ

とり親家庭の不安を解消するため、

各関係機関と連携を深めながら相

談・支援の充実に努めます。  

教育総務課   

7 児童虐待の防

止や対応に向け

た体制の充実 

様々 な 児童 虐待 ケ ー ス事 例 に対

応するため、引き続き相談体制の充

実と関係機関の連携の強化に努め

ます。  

健康福祉課  

教育総務課  

（児童相談所）  

 

8 障がい者の地

域生活支援拠点

の整備 

障がい者の重症化、高齢化や「親亡

き後」を見据え、地域で障がい児や

その家族が安心して生活するため

の地域生活支援拠点等の整備を検

討します。  

健康福祉課  

教育総務課  

 

9 在宅医療・介護

連携推進事業 

地域の医療機関、介護事業所のリス

トを作成し、連携のために活用し

ます。  

健康福祉課  

国保診療所  

 

10 総合相談支援

事業 

高齢者の実情把握に努め、高齢者本

人・家族・近隣住民からの相談に対

応し、総合的・専門的な援助（助言・

指導）を行います。地域の民生委

員・児童委員や公的機関、専門機関

等と連絡を密にし、総合的支援体制

を整備します。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画  
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11 地域包括支援

センターの機能

強化 

地域包括支援センター及び職種ご

とのグループによる合同研修や勉

強会を定期的に開催し、職員の資質

向上を図ります。地域包括支援セン

ターの評価の実施について検討し

ます。  

健康福祉課  第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画  

 

 

施策２ 必要な支援を適切に利用できる仕組みの確立 

 

地域福祉サービス内容の開示等により、利用者が適切なサービスを選択・確保できる  

仕組みを実現します。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 疾病の早期発

見、生活習慣病

予防 

疾病の早期発見と生活習慣病予防

のために、定期的な健康診査受診の

周知等に努めます。  

健康福祉課  健康いいで 21 

データヘルス計画  

 

2 住民による食

育の推進 

関係機関との連携を深め、地域に根

差した食育活動が推進できるよう

に努めます。  

農林振興課  

健康福祉課  

教育総務課  

商工観光課  

食育・地産地消計画  

健康いいで 21 

データヘルス計画  

 

3 望ましい食生

活の確立支援 

住民一人ひとりが自らの食に関心

を持つことで、生活習慣病の予防や

日常生活における正しい食習慣が

確立できるよう支援します。  

健康福祉課  

（食生活改善推

進員）  

健康いいで 21 

データヘルス計画  

 

4 保 健 福 祉 に

関する各種制度

や 事 業 等 の 周

知・普及 

住民が保健福祉に関する各種制度

や事業等に関心を持ち、制度や事業

等の内容の理解が進むよう、これら

の周知・普及に努めます。  

健康福祉課   

5 障がい福祉に

関する各種制度

や 事 業 等 の 周

知・普及 

住民が障がい福祉に関する各種制

度や事業等に関心を持ち、制度や事

業等の内容の理解が進むようガイ

ドブックの製作など、これらの周

知・普及に努めます。  

健康福祉課   
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6 障がいのある

児 童 ・ 生 徒 に

対する合理的配

慮の促進 

障害のある子どもが他の子どもと

平等に学べるよう、公立学校に義務

化された合理的配慮の取り組み促

進と理解の向上に努めます。  

教育総務課  

健康福祉課  

 

7 交通弱者及び

移 動 困 難 者 に

対する適切な交

通サービスの提

供 

運転免許返納者を含む交通弱者（高

齢者、障がい者等）に対し、デマン

ド型乗合いタクシーによる適切な

交通サービスの提供に努めるとと

もに、福祉車両による利用が必要な

方の外出を支援するため、福祉タク

シー券交付事業や福祉有償運送サ

ービスの利用に関する適切な情報

提供に努めます。  

住民課  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

 

8 安心して利用

できる移送サー

ビスの提供体制

の構築と推進 

住民の生活を支えるために移送サ

ービスを提供する事業者等に対し、

地域の実情に応じて必要な支援を

行います。また、買い物支援などの

助け合いの移送サービスの立ち上

げを支援します。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

 

9 福祉サービス

情報の開示 

契約制度の中で、事業者情報が利用

者の自己選択に役立つよう、「介護

サービス情報の公表」をはじめ、公

開さ れ てい る情 報 の 周知 を 図り

ます。  

健康福祉課   

10 情報機器の活

用促進 

年齢や障がいの有無に関係なく、全

ての住民が同じように情報機器を

活用して、情報収集や活用などがで

きるよう、学習機会の周知、音声コ

ードの普及等に努めます。  

健康福祉課   

11 サービス提供

の充実 

 

 

 

要支援・要介護認定を受けた高齢者

が、質の高いサービスを受けること

ができるよう。介護サービスの基盤

整備とサービス提供事業者への必

要な支援に努めます。  

健康福祉課   
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11 サービス提供

の充実 

 

障害福祉サービスの充実のため、サ

ービス提供事業者への必要な支援

に努めます。  

健康福祉課   

既存の NPO 等と連携し、子育て支

援サービス、保育サービスの充実を

図ります。  

教育総務課   

12 出産・子育て

情報提供事業 

スマートフォンを活用した子育て

支援アプリの導入を考慮しながら、

乳幼児の保護者に対し、必要な情報

の提供に努めます。  

健康福祉課  

教育総務課  

 

13 生活困窮者自

立支援事業 

経済的困窮等の困難を抱える生活

困窮者の社会的自立を促すため、各

関係 機 関と 連携 を 深 めな が ら相

談・支援の充実に努めます。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

（福祉事務所（県）） 

 

14 ひとり親家庭

等の自立支援 

ひとり親家庭の生活の安定を図る

ために必要なサービスを提供し、自

立に向けてハローワーク等の関係

機関と連携した支援に努めます。  

健康福祉課  

教育総務課  

商工観光課  

 

15 子育て支援サ

ービスの検討 

育児支援ヘルパー等の新しいサー

ビス開発の検討を行います。  

健康福祉課  

教育総務課  

 

16 いじめ・虐待

被害にあった子

ども等へのケア 

いじめ、虐待等の被害に遭った子ど

もに対し、カウンセリングなどの支

援を行います。  

また、学校や児童相談所、医療機関、

家庭等と再発防止に向けた連携を

強化します。  

教育総務課  

健康福祉課  

（児童相談所）  

 

17 切れ目のない

在宅医療と介護

サービスの提供

体制の構築と推

進 

地域の医療・介護関係者の協力を得

ながら、在宅医療・介護サービスの

提供体制の構築に取り組みます。  

健康福祉課  第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画 

18 認知症初期集

中支援推進事業 

本人の拒否等から医療や介護のサ

ービスに結びついていない認知症

又は認知症の疑いがある高齢者に

ついて、適切なサービスの安定的利

用につなぐ支援を行います。  

健康福祉課  

（認知症疾患医

療センター）  

第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画 
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19 罪を犯した人

への社会復帰へ

の取り組み 

犯罪を犯した人あるいは非行のあ

る少年を改善、更生するため、保護

司又はその関係団体との連携を密

にし て 社会 復 帰 へ の 支援 を 行い

ます。また、保護司と連携し、「社

会を明るくする運動」の推進を図り

ます。  

住民課  

教育総務課  

（保護司）  

 

20 ヘルプマーク

を活用した障が

いのある方等へ

の配慮の促進 

障がいのある方や難病患者、妊娠初

期の人等、援助や配慮を必要として

いる こ とが 外見 で は 分か ら ない

人々が、周りに配慮を必要なことを

知らせることで援助を得やすくす

るための「ヘルプマーク」の普及を

進めます。  

健康福祉課  

(身体障がい者福

祉協会 ) 

 

21 DV 等の被害

にあった方への

対応 

ＤＶ被害者については、迅速かつ安

全な保護及び各種法制度の利用援

助などの自立支援が必要です。ＤＶ

被害者の個人情報の適切な保護並

びに関係機関との連携による自立

支援を図ります。  

健康福祉課  

住民課  

 

 

 

施策３ 権利擁護や成年後見制度の推進 

 

判断能力に不安がある者への金銭管理等の権利擁護や成年後見制度、日常生活自立支  

援事業、苦情解決制度など適切なサービス利用を支援する仕組みの充実を図ります。  

 また、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行に伴い、成年後見制度の利用推  

進に努めます。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 権利擁護の推

進 

 

 

 

 

 

 

高齢社会が進行する中、誰もが人権

を尊重し合い、尊厳を持って安心し

て暮らせるよう、引き続き飯豊町社

会福祉協議会と連携し、権利擁護事

業の推進を図っていきます。また、

身寄りがないなど、経済的負担が難

しい町民に対しては、審判申し立て

に加えて、後見人報酬の費用助成を

制度化します。  

健康福祉課  

住民課  

（社会福祉協議会） 

飯豊町成年後見制

度における町長申

し立てに係る要綱  
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 「飯豊町高齢者虐待ネットワーク

連絡会」をはじめ、関係機関との連

携により、虐待の予防と早期発見に

取り組みます。また、認知症など判

断能力が十分でない高齢者に対し

て、成年後見制度の利用支援その他

の高齢者に対する権利擁護に引き

続き取り組みます。関係機関への虐

待防止・早期発見に関する啓発を行

います。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画 

2 成年後見制度

の支援 

飯豊町社会福祉協議会と連携し、成

年後見制度の周知と活用の促進を

図り、判断能力の不十分な高齢者等

が、財産管理や身上監護についての

契約などの法律行為をする際に、保

護・支援を行います。  

健康福祉課  

住民課  

（社会福祉協議会） 

第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画 

3 成年後見制度

の利用促進 

 

 

 

 

制度の周知・啓発・相談事業の実施、

利用促進などについて、成年後見制

度推進機関の活用を継続するとと

もに、中核機関の設置及び地域ネッ

トワークが担うべき機能の整備・充

実に向け、置賜定住自立圏「福祉」

ワーキンググループ並びに社会福

祉協議会と協議を進めながら検討

していきます。  

健康福祉課  

住民課  

（社会福祉協議会） 

 

 

【関連する指標】  

評価指標  ≪令和元年度≫  ≪令和６年度≫  

成年後見センター設置数  ０ヵ所  １ヵ所（目標値）  

 



 

59 

４ 防犯・防災等の安全なまちづくりの推進 

 

安心・安全なまちづくりを推進するため日常的な見守り・支援の環境整備を図ります。 

また、避難行動要支援者支援制度の推進に努めます。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 安否確認によ

る安心なまちづ

くり 

 

単身高齢者世帯等に対し、定期的な

見守り支援を含めた安否確認に係

る対応を町内の事業者、民生委員、

関係機関及び飯豊町社会福祉協議

会と連携・協力し安心・安全なまち

づくりを進めます。  

健康福祉課  

（自治組織）  

（社会福祉協議会）

（郵便局）  

飯豊町安心生きが

い訪問事業実施要

綱  

 

2 緊急時対応に

よる安心なまち

づくり 

 

単身高齢者世帯等に対し、見守り機

能を搭載した通報装置を貸与し、緊

急時の通報対応及び関係機関への

連絡等を通じて生活不安の解消に

努めます。  

健康福祉課  

（自主防災組織） 

（社会福祉協議会） 

（消防署）  

（警察署）  

飯豊町緊急通報装

置機器貸与要綱  

3 地域住民等と

の協働による安

全・安心なまち

づくり 

住民の安全を守り、犯罪のないまち

づくりを推進するため、警察及び関

係機関等と連携し町内パトロール

等を実施し、安全・安心なまちづく

りを進めます。  

住民課  

（自治組織）  

 

4 防犯カメラの

整備の取り組み 

公共空間における防犯のための見

守り・監視活動を強化するため必要

に応じて防犯カメラの設置を進め

ます。  

総務課  

教育総務課  

住民課  

 

5 公共施設等の

バリアフリー化

の推進 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（新バリアフ

リー法）」や各関係施策に基づき、

公共施設等のバリアフリー化を促

進します。  

各施設管理所  

管課  

障がい者計画  

障がいのある人も

ない人も共に安心

して暮らせるまち

づくり基本計画  

6 住まいのバリ

アフリー化等の

推進 

介護保険制度を利用できない高齢

者が住み慣れた家で安心して生活

が続けられるように住宅改修の相

談など住まいのバリアフリー化等

を進めます。  

健康福祉課  
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7 町内バリアフ

リー化情報の提

供 

 

ハンディキャップを持つ人の外出

や交流の促進を図るため、バリアフ

リーマップ、福祉マップの政策に取

り組み、当事者やその家族が適切な

情報が得られるように努めます。  

健康福祉課   

8 飯豊町災害ボ

ランティアセン

ターの設置等 

災害時における広域的なボランテ

ィアの受け入れが円滑に行えるよ

う、その中核を担う災害ボランティ

アセンターの設置運営を行います。 

総務課  

（社会福祉協議会） 

飯豊町地域防災  

計画  

9 避難行動要支

援者支援制度の

推進 

 

 

避難行動要支援者支援プランに基

づき、制度に同意された方の名簿を

作成し、地域住民の理解のもと、地

域で災害時の支援ができる体制整

備を行います。  

総務課  

健康福祉課  

(自主防災組織) 

(社会福祉協議会) 

(消防署)  

(警察署) 

(民 生 委 員 児 童

委員協議会) 

 

飯豊町地域防災  

計画  

登録情報を福祉・防災部局で共有す

るほか、必要に応じて、消防署、警

察署、消防団、社会福祉協議会、地

域の自主防災組織、民生委員児童委

員へ本人同意のうえで情報提供す

る体制づくりを進めます。  

関係部局や関係団体等と連携を図

りながら、避難行動計画要支援者へ

の支援対策や必要に応じて「個別支

援計画」の作成について検討し

ます。また、定期的な避難訓練や自

主防災組織による安否確認訓練を

取り入れ、支援実施体制の強化を図

ります。  

10 災害時協定締

結による安心な

まちづくり 

関係機関や事業者と災害協定を締

結し、災害時における高齢者や障が

い者の安心なまちづくりを推進し

ます。  

総務課  

（民間事業者：

建設・土木、燃

料販売事業者、

小売事業者）  

(社会福祉施設 ) 
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 ４   関係づくり 

 

 

施策１ 保健・医療・福祉が連携した総合的なマネジメントの推進 

 

 在宅医療と在宅介護を一体的に提供するための連携促進や、特定健康診査・特定保健  

指導等の保健分野と医療機関との連携強化を図ります。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 生活支援サー

ビスの充実 

在宅での生活を総合的に支援する

観点から、生活支援サービス・介護

サービスとの適切な連携・調整を図

ります。  

健康福祉課   

相談支援や障害福祉サービス、保健

福祉サービス、保健・医療、障がい

児保育・教育（療育支援）の充実を

図ります。  

健康福祉課  

教育総務課  

 

2 保健・医療・

福祉・介護の連

携強化 

保健・医療・福祉・介護との連携を

強化し、効率的で効果的なサービス

の提 供 が行 われ る 体 制を つ くり

ます。  

健康福祉課  

教育総務課  

国保診療所  

 

3 福祉総合相談

体制の整備 

 

保健福祉にかかわる職員等に、研修

への参加を奨励し職員の資質向上

に努めます。また、住民サービスの

窓口を統一するなど、福祉総合相談

窓口、ワンストップ化の在り方につ

いて引き続き検討します。  

健康福祉課  

住民課  

教育総務課  

（社会福祉協議会） 

 

4 福祉・保健・

医療と他分野と

の情報共有 

他分野との連携・情報交換を進め、

個別窓口で総合的な情報提供がで

きるような体制構築に努めます。  

健康福祉課  

国保診療所  

 

5 就労支援の展

開等 

障がい者が労働市場への積極的な

挑戦を可能とするよう、ハローワー

ク等と連携した支援を促進します。 

商工観光課  

健康福祉課  

（ハローワーク）  
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6 生活保護制度

の適正実施 

援護を必要とする世帯の実情とニ

ーズを把握し、生活保護制度の適切

な運用を図ります。  

健康福祉課  

（福祉事務所（県）） 

 

7 自殺対策の推

進 

 

 

 

自殺対策として「生きる支援」に

関する地域のあらゆる取り組みに

より、だれもが必要な支援を受けら

れるようにその機会の確保に努め

ます。また、自殺の防止のための取

り組みとして保健・福祉・医療・教

育・商工等の関係施策、関係機関と

の連携強化を図ります。  

健康福祉課  

教育総務課  

商工観光課  

（保健所（県）） 

 

いのち支える飯豊

町自殺対策計画  

8 在宅医療に伴

う日常生活用具

の給付 

高齢者、障がい者、小児慢性特定疾

病児童に対し、在宅医療に必要な用

具の給付を行います。  

健康福祉課   

9 精神障がい者

にも対応できる

地域包括ケアシ

ステムの構築 

住民の協力を得ながら、差別や偏見

のない、あらゆる人が共生できる社

会を構築するため、当事者及び保

健・医療・福祉に携わる者を含む

様々な関係者が、情報共有や連携を

行う場の構築を検討します。  

健康福祉課  

（精神保健福祉

センター（県）） 

 

10 在宅医療・介

護連携の推進 

 

在宅医療と介護を一体的に提供で

きるよう、医療機関と介護事業所等

の関係者の連携強化に努めます。  

健康福祉課  

国保診療所  

 

11 地 域 ケ ア 会

議の充実  

地域ケア会議を定期的に開催し、個

別事例の検証を通じた多職種協働

によるケアマネジメント支援を行

い、地域のネットワーク構築を図

り、 地 域課 題の 把 握 へと つ なげ

ます。  

健康福祉課   
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施策２ 見守り・支援体制の充実 

 

複雑・複合的な課題を抱える方への横断的な見守り・支援体制の充実を図ります。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等） 

関連施策  

行政計画  

1 民生委員児童

委員定例会への

参加等 

住民の困りや変化など、福祉ニーズ

の吸い上げを行う場として月１回

行われる民生委員児童委員の各地

区定例会への出席を通じ、福祉に欠

ける世帯の早期把握に努めます。ま

た、社会福祉協議会における地域福

祉推進委員制度の連携、共有化を図

ります。  

健康福祉課  

（民生委員児童

委員協議会）  

（社会福祉協議会） 

 

2 総合相談支援

事業 

高齢者の実情把握に努め、高齢者本

人・家族・近隣住民からの相談に対

応し、総合的・専門的な援助（助言・

指導）を行います。地域の民生委

員・児童委員や公的機関、専門機関

等と連絡を密にし、総合的支援体制

を整備します。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

第 7 期飯豊町高齢

者保健福祉計画・

介護保険事業計画  

3 高齢者虐待の

防止や対応に向

けた体制等の整

備 

虐待防止、早期発見・早期対応のた

め各関係機関との連携を図り、一層

の体制整備に努めます。  

健康福祉課  

（警察署）  

 

4 障がい者虐待

の防止や対応に

向けた体制等の

整備 

虐待防止、早期発見・早期対応のた

め各関係機関との連携を図り、一層

の体制整備に努めます。  

健康福祉課  

（警察署）  

 

5 児童虐待の防

止や対応に向け

た体制等の整備 

増加する虐待ケースを含めた事例

に対応するため、引き続き相談体制

の充実と関係機関の連携の強化に

努めます。  

教育総務課  

健康福祉課  

（警察署）  

（児童相談所）  

 

6 見守り・助け

合いのネットワ

ークづくり 

飯豊町社会福祉協議会や民生委員

児童委員と連携し、地域での日常的

な見守りや助け合いのネットワー

クづくりを重層的に進めます。  

健康福祉課  

(社会福祉協議会) 

(民 生 委 員 児 童

委員協議会) 
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7 単身高齢者の

緊急時の見守り 

単身高齢者に、緊急通報装置を貸与

し、緊急時の見守りと生活不安の解

消を図ります。  

健康福祉課  

（事業者）  

飯豊町緊急通報装

置貸与要綱  

8 被保護者の社

会的、経済的な

自立への強化促

進 

自立・就労支援のための自立支援プ

ログラムを活用し、個別支援の強化

に努めます。  

健康福祉課  

（社会福祉協議会） 

 

 

9 生活福祉資金

等の各種制度の

周知 

低所得世帯等の自立促進を目指す

貸付制度として、山形県社会福祉協

議会による生活福祉資金貸付制度

と飯豊町社会福祉協議会が行う福

祉更生資金貸付制度の周知を図り

ます。  

（社会福祉協議会）  

10 地 域 住 民 等

との協働による

安全・安心なま

ちづくり 

住民の安全を守り、犯罪のないまち

づくりを推進するため、警察及び関

係機関等と連携し町内パトロール

等を実施し、安全・安心なまちづく

りを進めます。  

住民課  

 

 

11 ひ き こ も り

問題に関する相

談支援 

ひきこもりの問題を抱えている本

人、家族等からの相談に対し、専門

的な支援機関の NPO 等と連携を図

ります。また、必要に応じて、学校

や民生委員児童委員からの連絡や

相談に対して調整を図り、社会復帰

事例を増やしていきます。  

健康福祉課  

教育総務課  

 (社会福祉協議会) 

(NPO 法人) 

 

12 子 ど も の 貧

困対策及び子ど

も食堂事業の推

進 

関係施策との連動により、子どもの

貧困や孤食への対応を関係機関等

と情報を共有しながら推進します。

子ども食堂の立ち上げを進める際

は、山形県補助制度を活用しなが

ら、子供に限定しない地域での取り

組みを支援します。  

健康福祉課  

教育総務課  

 (社会福祉協議会) 

(民 生 委 員 児 童

委員協議会) 
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13 特 殊 詐 欺 の

被害防止に向け

た企業と連携し

た見守り等 

郵便局や金融機関等と連携し、高齢

者や障がい者等が特殊詐欺の被害

に遭わないように、日常的な場面に

おけるゆるやかな見守りを実施し、

ネットワークを強化します。  

住民課  

健康福祉課  

商工観光課  

（警察署）  

(社会福祉協議会 ) 

(消費生活セン  

ター）  

 

14 見守り・ SOS

ネットワークの

強化 

認知症高齢者等のひとり歩きによ

る行方不明の早期発見に対応する

ため警察署や地域住民による見守

りのためのネットワークの強化を

図ります。  

健康福祉課  

（警察署）  

飯豊町お出かけ見

守り事前登録事業

実施要綱  

15 障 が い の あ

る児童に対する

重層的な支援体

制の構築 

発達障がいのある児童の増加に伴

い、児童発達支援事業所や医療機関

への紹介を行うと共に臨床心理士

の相談事業、保育所等訪問支援を実

施します。また、児童発達支援事業

所等、関係機関同士の連携強化にも

努めます。  

健康福祉課  

教育総務課  

 

16 医 療 的 ニ ー

ズへの対応等 

医療的ケア児支援のため、保健・医

療・福祉・保育・教育等の関係機関

が連携を図る協議体の設置を検討

します。また、重度の心身障がい児

等を支援する発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所の設

置、医療的ケア児が必要とする他分

野にまたがる支援の利用調整など

を図るコーディネーターの配置に

ついてもあわせて検討します。  

健康福祉課  

教育総務課  

（児童相談所）  

 

17 精 神 障 が い

者にも対応でき

る地域包括ケア

システムの構築 

当事者及び保健・医療・福祉に携わ

る者を含む様々な関係者が、情報共

有や連携を行う場の構築を検討し

ます。  

健康福祉課  

（精神保健福祉

センター（県）） 
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18 社 会 福 祉 法

人によるネット

ワークづくり 

社会福祉を目的とする法人間のつ

ながりを構築することにより地域

における公益的な取り組みの推進

だけでなく、合同による研修や質の

高いサービスの構築につなげてい

きます。  

健康福祉課  

（社会福祉法人）  

 

 

19 婚 活 を 行 う

方への支援 

結婚する意思のある方に「いいで未

来サポート隊」事業による積極的な

支援を継続的に行い、成婚率の拡大

に努めます。  

企画課  

 

 

 

【関連する指標】  

評価指標  ≪令和元年度≫  ≪令和６年度≫  

お出かけ見守り事前登録事業登録者数  １９６人  ２３０人  

緊急通報装置貸与事業利用者数  ２９人  ４０人  
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施策３ 複合化した地域課題を解決するための体制づくり 

 

法改正等に伴う高齢障がい者に対する制度の普及や、地域福祉コーディネーター (コミ

ュニティソーシャルワーカー )を中心として、有機的に連動した支援が提供できる体制整

備等を図ります。  

事業分類  取り組み内容  
関係課  

（連携先・機関等）  

関連施策  

行政計画  

1 共生型サービ

ス制度の普及等 

障害福祉サービスと介護保険サー

ビスの同時提供として、介護保険の

地域密着型通所介護サービスを提

供する事業所が、障害福祉サービス

の生活介護や自立訓練等を提供可

能とする共生型サービス制度の周

知に努めます。  

健康福祉課  

(介護保険指定事業所) 

（障害福祉サービ

ス指定事業所) 

 

2 障害基準該当

サービス事業者

登録制度の普及

等 

障害福祉サービス事業所が、介護保

険サービスの提供を可能とする、障

害基準該当サービス事業者登録制

度について、制度普及に努めます。 

健康福祉課  

（障害福祉サービ

ス指定事業所) 

 

3 要援護者のニ

ーズ把握 

社会福祉協議会等の関係機関や民

生委員児童委員との連携及び要援

護者への訪問等を通じて、地域の要

援護者のニーズ把握に努めます。  

健康福祉課  

(社会福祉協議会 ) 

(民生委員児童委員

協議会 ) 

 

4 地域福祉コー

ディネーターの

育成・配置 

複雑・複合化した課題や制度の狭間

にある福祉課題を解決に導く「つな

ぎ役」としての「地域福祉コーディ

ネーター」を育成し、その配置に努

めます。  

総務課  

健康福祉課  

(社会福祉協議会 ) 

 

 

5 包 括 的 な 相

談・支援体制の

構築 

地域福祉コーディネーターが民生

委員児童委員、地域福祉推進委員等

と連携し、新たな社会資源の発見や

地域課題の把握を行うネットワー

ク整備や包括的な支援体制の構築

に向けて飯豊町社会福祉協議会と

協議を進めます。  

健康福祉課  

(社会福祉協議会) 
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【関連する指標】  

評価指標  ≪令和元年度≫  ≪令和２～６年度≫  目標値  

地域福祉コーディネーター※  

（コミュニティソーシャルワーカー）  
１人  ２人  計 ２人  

※地域福祉コーディネーターとは  

「専門的な対応が必要な問題を抱えた者に対し、問題解決のため関係する様々な専門家や事業者、

ボランティアなどとの連携を図り、総合的かつ包括的に支援する。また自ら解決することのできな

い問題については適切な専門家などにつなぐ」「地域の住民活動で発見された生活課題の共有化、

社会資源の調整や新たな活動の開発、地域福祉活動に関わるものによるネットワーク形成を図るな

ど、地域活動を推進する」役割を持つ専門職（『これからの地域福祉のあり方に関する研究報告書』 

2008 年）。対象は高齢者に限定されていない。  

 

 

 

 

 


